






作業番号 種　　別 細    目 数量 単位 契約単価

21 新　設 中継独立柱  (鋼管)  1 基

22 取　替 ランプ　蛍光灯 20 W 1 個

23 取　替 ランプ　蛍光灯 FHP32 W 1 個

24 取　替 ランプ　蛍光灯（軒付） 40W 1 個

29 取　替 照明用電源装置 100W 1 個

30 取　替 照明用電源装置 200W 1 個

31 取　替 照明用電源装置 300W 1 個

32 取　替 照明用電源装置 400W 1 個

40 取　替 照明カバー 1 個

41 取　替 ラベル 1 件

42 取　替 独立柱 鋼管  (6.3m型) 1 基

43 取　替 独立柱 鋼管  (8m型) 1 基

44 移　設 関電柱蛍光灯 （ラベル含む） 1 基

47 移　設 NTT柱蛍光灯 （ラベル含む） 1 基

51 廃　止 独立柱 鋼管  (6.3m型) 1 基

52 廃　止 関電柱添架・NTT柱添架   蛍光灯 1 基

53 廃　止 関電柱添架・NTT柱添架   水銀灯  100W 1 基

54 廃　止 関電柱添架・NTT柱添架   水銀灯  200～400W 1 基

55 廃　止 軒付添架   蛍光灯 1 基

56 廃　止 軒付添架   水銀灯  100W 1 基

57 電　工 街路灯調査   調査・不点調べ 1 件

59 電　工 街路灯調査   調査・安全点検・清掃 1 件

60 電　工 方向・位置替   防犯灯 1 件

61 電　工 方向・位置替   道路照明灯 1 件

62 電　工 デイライト直結 1 件

63 電　工 カットアウトスイッチ取替 1 個

64 電　工 自動点滅器取替 100V 3A 1 個

65 電　工 自動点滅器取替 100V 6A 1 個

66 電　工 自動点滅器取替 100V 10A 1 個

67 電　工 電線　VVF 2.0-2 心 1 ｍ

68 電　工 電線　DV 2.6-2 心 1 径間

69 電　工 自在バンド 1 件

70 電　工 自在バンド (道路照明） 1 件

71 保　安 交通誘導員 1 人

72 申　請 関西電力納付金防犯灯 1 件

73 申　請 関西電力納付金道路照明 1 件

74 賃　料 高所作業車（オペレータ含む） 1 日

75 賃　料 トラック（クレーン装着付） 1 日

76 電　工 引込開閉器箱取付 1 個

77 電　工 漏電遮断器取付 2P 30AF/20AT 1 個

78 電　工 タイムスイッチ取替  クォーツモータ式 1 個

79 廃　止 独立柱 鋼管 (8m型） 1 基

80 取　替 ﾗﾝﾌﾟ　蛍光灯 FHF32W 1 個

81 取　替 ﾗﾝﾌﾟ　蛍光灯 FPL27W 1 個

82 取　替 ﾗﾝﾌﾟ　蛍光灯FHT42W 1 個

令和４年度　街路灯新設・維持補修工事 (単価契約)



作業番号 種　　別 細    目 数量 単位 契約単価

令和４年度　街路灯新設・維持補修工事 (単価契約)

83 取　替 ﾗﾝﾌﾟ　高圧ﾅﾄﾘｳﾑ NHF70W 1 個

84 取　替 ﾗﾝﾌﾟ　高圧ﾅﾄﾘｳﾑ NHF110W 1 個

85 取　替 ﾗﾝﾌﾟ　高圧ﾅﾄﾘｳﾑ NHF180W 1 個

86 取　替 ﾗﾝﾌﾟ　ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ CMF110W 1 個

87 取　替 ﾗﾝﾌﾟ　ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲド CMF150W 1 個

88 取　替 ﾗﾝﾌﾟ　ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ CMF180・190W 1 個

101 新　設 LED防犯灯 10VA　独立柱（鋼管） 1 基

102 新　設 LED防犯灯 10VA　関電柱添架 1 基

103 新　設 LED防犯灯 10VA　NTT柱添架 1 基

104 新　設 LED防犯灯 20VA　独立柱（鋼管） 1 基

105 新　設 LED防犯灯 20VA　関電柱添架 1 基

106 新　設 LED防犯灯 20VA　NTT柱添架 1 基

107 新　設 LED防犯灯 40VA　独立柱（鋼管） 1 基

108 新　設 LED防犯灯 40VA　関電柱添架 1 基

109 新　設 LED防犯灯 40VA　NTT柱添架 1 基

110 取　替 LED防犯灯 10VA (灯具含む) 1 台

111 取　替 LED防犯灯 20VA (灯具含む) 1 台

112 取　替 LED防犯灯 40VA (灯具含む) 1 台

113 新　設 LED道路照明 （平均路面輝度0.5cd/㎡）独立柱（鋼管） 1 基

114 新　設 LED道路照明 （平均路面輝度0.5cd/㎡）関電柱添架 1 基

115 新　設 LED道路照明 （平均路面輝度0.5cd/㎡）NTT柱添架 1 基

116 新　設 LED道路照明 （平均路面輝度0.7cd/㎡）独立柱（鋼管） 1 基

117 新　設 LED道路照明 （平均路面輝度0.7cd/㎡）関電柱添架 1 基

118 新　設 LED道路照明 （平均路面輝度0.7cd/㎡）NTT柱添架 1 基

119 新　設 LED道路照明 （平均路面輝度1.0cd/㎡）独立柱（鋼管） 1 基

120 新　設 LED道路照明 （平均路面輝度1.0cd/㎡）関電柱添架 1 基

121 新　設 LED道路照明 （平均路面輝度1.0cd/㎡）NTT柱添架 1 基

122 取　替 灯具 LED道路照明 （平均路面輝度0.5cd/㎡） 1 台

123 取　替 灯具 LED道路照明 （平均路面輝度0.7cd/㎡） 1 台

124 取　替 灯具 LED道路照明 （平均路面輝度1.0cd/㎡） 1 台

125 取　替 LEDランプ景観照明 （電源装置・落下防止ﾜｲﾔｰ・ｿｹｯﾄ防振ﾊﾟｯｷﾝ・清掃含） 1 台

126 取　替 LEDランプ道路照明 （電源装置・落下防止ﾜｲﾔｰ・ｿｹｯﾄ防振ﾊﾟｯｷﾝ・清掃含） 1 台

127 取　替 防犯灯交換（灯具・付属品は支給品を使用） 1 台

128 取　替 道路照明交換（灯具・付属品は支給品を使用） 1 台

129 電　工 独立柱補修（炭素繊維シート） 1 基

130 取　替 灯具ＬＥＤ照明（防湿・防雨、反射笠・ガード付）（ＦＨＦ32Ｗ高力率型相当品） 1 台

131 作　業 電工 1 人

132 作　業 普通作業員 1 人

133 新　設 LED防犯灯 10VA　独立柱（鋼管）【基礎工除く】 1 基

135 電　工 新設調査 1 件

136 廃　止 LED防犯灯 1 基

137 廃　止 LED道路照明 1 基

138 移　設 LED防犯灯 （ラベル含む） 1 基

139 移　設 LED道路照明 （ラベル含む） 1 基

140 電　工 電源装置点検調整 1 件

141 電　工 帰属照明調査（ラベル含む） 1 件

工　事　価　格　計　　（税抜き）













































































































































































































































































































































 

 



明石市街路灯新設・維持補修工事仕様書 

 

この仕様書は明石市が管理する街路灯の新設及び、維持補修について、定めたものである。 

 

１ 施工場所 

市管理街路灯工事を行う範囲は、原則、明石市区割図 資料１ とする。 

 

２ 施工基準 

（１）本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（電気設備工 

事編）最新版、電気設備技術基準・解釈新版、内線規程（ＪＥＡＣ８００１）最新版、 公

共建築設備工事標準図（最新版）に準ずるものとする。ただし、共通事項との重複事項は、

本仕様書による。 

（２）本工事は、明石市工事請負契約約款を遵守し、本仕様書、設計書、その他仕様書に基づ

き実施すること。なお、上記相互間に相違がある場合は、監督員と協議すること。 

（３）受注者は、工事施工にあたって、設計図書等に対し疑義が生じた場合、あらかじめ監督

員に申し出て指示を仰ぐこと。 

   

３ 現場代理人の兼務 

  本工事については、他工事との現場代理人の兼務を認めない。 

 

４ 施工計画書 

受注者は、施工計画書を工事着手前に提出すること。施工計画書の内容については、監督

員と十分打ち合わせをすること。 

 

５ 工事の指示（作業内容）、連絡及び完了 

（１）市管理街路灯の工事（球替等）は、道路整備課から修理の指示、連絡を受けた場合は、

原則として受付日から３日以内に修理を完了させるものとすること。なお、新設・容量変

更については、10 日以内とすること。ただし、新設する種類によっては例外もある。 

（２）本工事の実施に対して、危険性が認められた際には、その旨を監督員に速やかに報告し、

対処を行うこと。 

 

６ 工事内容の協議 

市管理街路灯の工事内容は、 資料２ のとおりとし、疑義がある場合は監督員と協議する

こと。 

 

７ 工事費精算書 

市管理街路灯の工事完了後は、翌月速やかに工事費精算書 資料３ にて作成し、道路整備

課へ提出すること。 

 

８ 産業廃棄物処理管理 

（１）受注者は、建設発生土及び建設廃棄物の建設副産物の処理にあたっては「建設副産物適

正処理推進要綱」を遵守するものとすること。 



（２） 建設副産物の処分については、関係法令等に基づき適正な処分地で処理するものとし、

処分場所を道路整備課に報告すること。 

（３）本工事で発生した産業廃棄物に対しての費用は、設計に含むものとする。 

 

９ 施工前調査、確認及び協議 

（１）受注者は、本工事施工中障害を与える恐れのある各種構造物等に対して、適切な防設を

施すこと。 

（２）受注者は、工事施工中に損傷を与えた各種構造物等に対しては、遅滞なく、その状況を

監督員に報告し、指示を仰ぐこと。 

（３）道路整備課において、工事着手前にガス管、電力管、ＮＴＴ管（光ケーブル管を含む）、

上下水道管の埋設物の有無を占用する各施設管理者に確認することとし、掘削場所に埋設

物がある場合は、埋設位置、深さ等の確認のため、埋設物管理者立会いのうえ試掘を行う

こと。 

（４）受注者は、重機の旋回範囲に電力線・電話線・光ケーブル等架空占用物件がある場合に

は、各施設管理者と施工方法等を十分協議のうえ施工すること。 

 

10 修理に時間を要する場合の説明 

   灯具、自動点滅器取替等により点灯までに、時間を要する時は連絡者及び道路整備課に、

速やかにその旨の説明を行うこと。なお、関西電力財産である自動点滅器が故障した場合は、

応急処置として配線を直結し、市が支給する「街路灯調整中」を貼付け、速やかに監督員、及

び関西電力に報告すること。 

 

11  自治会等との打ち合わせ 

  照明柱の移設及び灯具の方向替え等において監督員が立会を依頼した場合、詳細な場所・

方向を自治会等と立会後、あるいは立会のもと施工すること。 

 

12  昇柱者の教育、資格 

  街路灯を工事する場合は、一般用電気工作物の低圧受電に必要な「電気工事士」資格を有

し、かつ市管理街路灯が設置されている柱等における活線作業・高所作業による感電・墜落

事故防止に必要な『労働安全衛生法５９条（昭和４７年法律第５７号）に基づく、労働安全

衛生特別教育「昇柱訓練等」（学科、実技）』を修了した者に作業させること。 

 

13 交通安全管理 

（交通誘導員の配置） 

   交通誘導員については、道路管理者及び所轄警察署の打合せ結果又は、条件変更等に伴 

い員数に増減が生じた場合は設計図書に関して監督員と協議するものとすること。 

 

なお、交通誘導員Ａ，Ｂの定義は次のとおり。  

交通誘導員Ａ： 警備業者の警備員（警備業法第２条第４項に規定する警備員をいう。）

で、交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第１条第４号

に規定する交通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務

に係る１級検定合格警備員又は２級検定合格警備員 

 



交通誘導員Ｂ： 警備業者の警備員で、交通誘導員Ａ以外の交通の誘導に従事するもの 

（安全施設類） 

施工中は事故防止のため、識類、防護柵等の安全施設類を設置すること。 

 

14  所管庁他などへの手続き 

  所管庁など関係機関（警察署など）の手続き・申請等は、受注者が行うものとする。また、

それらに掛かる費用ついては、個々の経費に含むものとする。 

 

15  灯具カバーの清掃 

管球取り替え、街路灯調査及び安全点検・清掃 (59)並びにＬＥＤランプ取替においては、

作業と同時に灯具カバー等の器具においても清掃を実施すること。 

 

16 樹木等の伐採 

  街路灯の光を遮る樹木雑草などがある場合は、樹木の所有者に確認のうえ、街路灯から手

の届く範囲内の樹木等を除去し、設置効果を発揮できるよう努めること。 

 

17 報告書 

当該月の街路灯工事の報告書（別紙資料３・工事費精算書）にて作成及び工事前後の写真

（球替えについては、全景写真）に黒板を入れて撮影し、工事月の翌月の５営業日までに道

路整備課へデータＣＤと合わせて提出すること。 

なお、写真の写し方は「デジタル写真管理情報基準」に基づき、監督員と十分に打ち合わ

せを行い提出すること。 

 

18 個人情報の取扱い 

  本工事にかかる施工場所の特定などの個人情報については、個人情報保護法等に基づき適

切に取り扱うこと。 

 

19 市管理街路灯の工事内容 

（１）街路灯の新設・移設・撤去・調査（立会・電灯申込み又は廃止届けを含む）※１ 

（２）街路灯の新設に係る事前調査（新設調査）※２ 

（３）灯具の取替 （灯具支給品含む）※３ 

（４）各種電球の取替 

（５）軽微な処置（配電盤内のブレーカー・自動点滅器・タイマー等の調整） 

（６）事故等による引込線・架空の復旧・修理 

（７）灯具のカバーはずれ・電球のゆるみ等の修理 

（８）ラベルシールの貼替え ※４ 

（９）独立柱などの取替・補修 ※５ ※６ 

（10）電源装置点検調整 ※７ 

（11）帰属照明調査 ※８ 

 

 

 

 



※１ ＬＥＤ灯具については、調査（57）後に原因を監督員に報告し補修を実施すること。ま

た、精算時には、作業した内容の単価項目（作業番号）を追加すること。 

   なお、調査結果によって引き続き受託者が修理等を行う場合は、適宜その経過を別途報

告すること。 

※２ 新設要望のある電柱において、街路灯設置の可否を調査（電気事業者への問い合わせ確

認を含む）し、3営業日以内に道路整備課へ報告すること。 

※３ 市が支給するＬＥＤ灯具または遮光板などの灯具の付属品ついては、単価項目（作業番

号）の（防犯灯交換 127）、（道路照明交換 128）を適用する。（名義変更、処分費含む） 

※４ ラベルシールに貼付けを行う街路灯番号の数字シールを貼付けて、当該街路灯の番号で

あることが分かる位置にラベルシールを貼付けること。なお、貼付け後はラベルシール

の上に保護シールを貼付けること。（ラベルシール・数字シール・保護シールについて

は、市が支給） 

※５ 独立柱、灯具取替などの単価項目については、撤去に掛かる費用を含むものとする。 

※６ 単価項目（作業番号 129）については、独立柱の補修仕様書 資料４ の炭素繊維シート

にて補修を行うこと。 

※７ 単価項目（作業番号 140）については、分電盤等のタイマーやデイライトなどの電気回

路にかかる点検や修繕作業及び調整を含む。 

※８ 単価項目（作業番号 141）については、開発などにより新たに市へ帰属される街路灯に

おいて、ラベルシールの貼付け及び設置状況の写真を撮影し、報告すること。 

   なお、撮影については、「灯具の全景（設置柱の基礎部から灯具まで）」「電柱番号」

「灯具」「灯具及びデイライトなどの接続状況」「ラベルシール貼付状況」を撮影し、

工事精算書に添付すること。 

 

20 器具など性能、保証 

（１）照明器具は防水性能、耐食性能等を有するものとし、風速 60ｍ／secに十分耐えるもの

とすること。 

（２）独立柱に対しては、耐久性を維持するため溶融亜鉛メッキなどを施し、地表面から 100

ｃｍほどの高さまで塩ビ保護管を施すこと。 

（３）本工事完了後 1年以内に不具合を生じた場合は、受注者の責任において再点検を行い、

機能回復をはかること。なお、それに掛かる費用は受注者の負担とする。ただし、不具

合の内容が異なる場合は、監督員と協議の上処置を行うこと。 

（４）ＬＥＤ照明器具は、ＬＥＤ照明灯の開発・設計に取り組む日本国内に本店登記を有する

企業の製品とすること。 

 

21 夜間・休日・長期連休の体制 

   通常勤務以外の緊急時の出動要請に対応できるように、常に夜間・休日の連絡系統等の

対策を講じること。 

 

22  履行期間 

  令和４年４月１日～令和５年３月３１日     

以上 
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新 設 調 査 

（指示書発行） 



本書のとおり精算してよろしいか
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資料 ４                 

 

独立柱の補修（炭素繊維シート）仕様書 

1 準備    

 （１） 請負者は、本業務に使用する材料については、事前に材料承諾を得ること。 

 （２） 請負者は、現地施工における作業工程及び、仕様機種などについては、発注者の承諾を得ること。 

2 施工 

 （１） 対象独立柱の地際埋設物を所定の寸法にて掘削し、腐食劣化部分を露出させ腐食部分を目視点

検すること。 

点検の結果、指定された工法に適さない場合、鋼母材の開孔が見られた場合、又は、著しい腐食

劣化などが確認された場合は、監督員と協議し指示を仰ぐこと。 

 （２） 補修範囲は、地際部を境にΦ200ｍｍ・高さ３００㎜程度とし、支柱埋込構造は全周（下図Ａ）、ベー

スプレート構造はリブプレートを除いた方法（下図Ｂ）とする。 

 

3 炭素繊維シート補修 

 （1） 下地処理        三種ケレン程度の後、清掃 

 （2） プライマー塗布     無溶剤形：湿潤面用、塗布量0.1～0.2ｋｇ/㎡ 

 （3） 接着樹脂塗布     無溶剤形：エポキシ樹脂・2液性、塗布量2.5～3.1ｋｇ/㎡ 

 （4） 炭素繊維シート塗布 工場にて連続炭素シートを樹脂で浸透、硬化させスダレ状加工を施した高強

度型とする 

 （5） 仕上塗装        アクリルウレタン樹脂系塗料（１層仕上・2液性、塗布量280～320ｇ/㎡） 

4 復旧 

 独立柱補修作業完了後、掘削箇所を復旧すること。 

 インターロッキングなどで、復旧が困難と判断される場合、監督員と協議し指示を仰ぐこと。 


